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日立市保健福祉部子ども局　子ども施設課
〒317-8601　日立市助川町１丁目１番１号

電　話：0294-22-3111 内線341・309
直　通：050-5528-5024 

土曜、日曜、祝日、休日、年末年始（12/29～1/3）を除く

※　子ども施設課からご連絡を差し上げる際は、直通番号での発信となります。ご登録をお願いします。

　この冊子には、保育園・認定こども園（保育部分）・家庭的保育事業所の
入園手続きや必要書類、保育サービスの紹介が書かれています。
　よくお読みになったうえで申込みをしてください。

この案内における「保育園等」とは、保育園、認定こども園（保育部分）、家庭的保育事業所のことです。

 ・　幼稚園等と保育園等を同時に申し込む場合、幼稚園等には事前に「保育園等と同時申込み」であることを
　お伝えください。

 ・　保育園等の申請後に、幼稚園等の入園が決定した場合は保育園等の申請が無効となります。

 ・　１号認定（幼稚園等）と２号認定（保育園等）は重複して受けることはできません。最終的に入園が決まった
  施設を利用できる認定を受けることになります。

◆幼稚園等（認定こども園（教育部分）も含む。）と保育園等を同時に申し込む場合◆

受付時間：
午前8時30分から正午まで、午後１時から午後5時15分まで

令和８年度

保育園・認定こども園(保育部分)

家庭的保育利用についてのご案内

保育認定希望者用

初版

（R7.10発行）

保育施設空き状況について
（日立市ホームページ）

ＵＲＬ：http://www.city.hitachi.lg.jp



　　令和８年４月１日時点のお子さんの年齢により区分します。

令和２年（2020年）４月２日 ～ 令和３年（2021年）４月１日

令和３年（2021年）４月２日 ～ 令和４年（2022年）４月１日

令和４年（2022年）４月２日 ～ 令和５年（2023年）４月１日

　（２）　利用調整の結果について

　（２）　利用調整の結果について

　〇年度途中の入園（令和８年５月１日から令和９年３月１日の入園）

　（１）　入園日と申込期限
入園日 申込期限 申込期限が休日等の場合

　　　・入園内定した場合のみ、電話で連絡します。（前月15日頃）

　　　・入園内定とならなかった場合は、年度末（３月１日の入園）まで自動的に利用調整の対象
　　　　（妊娠・出産等、認定期間の定めがある場合を除く。）となります。

各月１日 前月の５日
申込期限が、土曜、日曜、祝日、休日の場合は
その直前の開庁日

３　入園申込みの手続き
　　　入園に係る申込みは、子ども施設課窓口またはオンラインにて申請してください。

　〇令和８年４月１日入園（一斉募集）

　　　・入園可否に関わらず全員に郵送します。（令和８年２月初旬予定）

　（１）　窓口相談及び申請受付

令和７年１0月16日（木）から令和７年11月2８日（金）まで
（土曜、日曜、祝日を除く。）　午前9時～午前11時30分、午後1時30分～午後４時30分

【オンライン受付】
令和７年11月４日（火）午前８時30分から
令和７年11月２８日（金）午後５時15分まで

窓口相談
※必要な方のみ

※ホームページでの
事前予約が必要で

す。
【休日相談】令和７年10月１９日（日）
午前９時～正午、午後１時～午後４時

【窓口休日受付】
令和７年1１月２３日（日）午前９時～正午、午後１時～午後４時

申請受付 【窓口受付】
令和７年11月１７日（月）から令和７年11月２８日（金）まで
（土曜、日曜、祝日を除く。）午前８時30分～正午、午後１時～午後５時15分

令和７年（2025年）４月２日  以降

　　  保育園等を利用する場合には、利用のための認定が必要です。申請に基づき、保育が必要と
　　認められる場合は、市が下記の区分により認定を行い、「給付認定証」を交付します。
　　　なお、３歳到達による認定の変更は、市が行い通知します。

区分 対象児童

２号認定 満３歳以上の児童
保育園等

３号認定 満３歳未満の児童

利用施設

２　給付認定

０歳児

令和６年（2024年）４月２日 ～ 令和７年（2025年）４月１日

５歳児

３歳児

２歳児

１歳児

令和５年（2023年）４月２日 ～ 令和６年（2024年）４月１日

第１章　　認定申請から入園まで

４歳児

１　ご利用できるお子さんの年齢

年齢区分 生年月日
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※　保育短時間の区分の目安となる就労時間の方が、勤務時間や通勤などの理由により保育標準
　時間の区分で利用したい場合は、ご相談ください。

震災、風水害、火災等の復旧に
あたる場合

５　保育認定

疾病、負傷、心身に障害がある場合

看護・介護
親族を常時介護又は看護してい
る場合（長期間入院等をしている
場合も含む。）

　日立市で保育認定を受けられるのは、市内にお住まいの方で、保護者が次の事由のいずれかに
該当し、お子さんを家庭で保育できない場合に限ります。
　なお、保育認定期間中であっても、保育の必要な事由に該当しなくなった場合は、保育認定を解
除しますので、あらかじめご了承ください。

事由 保護者の状況 認定期間 保育必要量

就労

常態的に月64時間以上就労の場
合
※　フルタイム、パートタイムなど
全ての就労を含む。

＜２号認定＞
小学校就学前まで

＜３号認定＞
満３歳の誕生日の
前々日まで

※　就学・職業訓練の
期間に定めがある場合、
満了日の属する月の
末日まで

虐待･DV

就学・職業訓練
（※）

保育短時間

求職活動
求職活動を継続的に行っている
場合（起業の準備等を含む。）

３か月以内

育児休業取得時に既に保育を利
用している子どもがいて、継続利
用が必要な場合
※　継続利用のみで、新規の認定
はありません。

【３歳児以上】
育児休業が終了する月まで
【０～２歳児】
育児休業が終了する月又は新
しく生まれた子の１歳の誕生日
の前日の属する月のいずれか
早い月まで
※　ただし、生まれた子の保育
園等を申し込んだが、入園でき
なかった場合、育児休業取得の
期間内で生まれた子が１歳にな
る年度末まで

育児休業取得時
の継続利用

学校又は職業訓練校に在学して
いる場合

保育標準時間

疾病・負傷・障害

災害復旧

保育標準時間又は
保育短時間

※　保護者が希望する
保育の必要量や利用時
間、就労状況等を勘案
し、市が決定します。

虐待やＤＶの恐れがある場合

妊娠中であるか、出産後間もない
場合

出産（予定）日を基準に、産前８
週の属する月の１日から産後８
週を経過する日の翌日が属す
る月の末日まで
※　多胎児の場合は、産前14
週の属する月の１日から

妊娠・出産

４　保育必要量

保育標準時間

保育短時間

区分 保育を利用できる時間 目安となる就労時間

　保育の必要な事由、状況等に応じて、保育を利用できる時間は、下記の区分のとおりです。

１日あたり11時間

１日あたり８時間

月120時間以上

月64時間以上120時間未満
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※　入園保留（待機）となる場合

６　申込みから入園までの流れ

保育園等見学

入園希望日・
締切日の確認

入園希望日と申込期限を確認してください。就労内定や育児休業復帰、求職活動など、
特に注意が必要な場合があります。詳しくは注意事項（15ページ参照）をご確認くださ
い。

必要書類の
確認・準備

書類審査を行い、募集人員を超えて入園希望がある施設は、特定教育・保育施設等利用
調整基準に基づき点数化し、優先順位を判定して入園を決定します。
（※　先着順や抽選ではありません。）

新規に申込みをされる場合は、必ずお子さんと一緒に見学したうえで、希望する保育園
等を決めるようにしてください。
※　疾病や障害、食物アレルギーのあるお子さんは、希望する施設に相談をお願いしま
す。
見学の日時等については、事前に電話で保育園等にご確認ください。

【オンライン】右記QRから、お申込みいただけます。
別途マイナンバー記入用紙の郵送が必要です。（締切日必着）
【窓口】子ども施設課の窓口に書類を直接お持ちください。（郵送不可）
提出書類に不備があると受付できませんので、事前によくご確認ください。

右記QRから必要書類の確認を行い、必要書類をご用意ください。
※　申請児童が４人以上いる場合や、同居家族（世帯が別の場合も含む）が
　 ８人以上いる場合は、窓口での相談・申請となります。

認定申請
入園申込み

利用調整

入園決定※

　　　申請した年度末まで、自動的に利用調整の対象（妊娠・出産等認定期間に定めがある場合を除く。）と
　　なります。新年度（４月１日から）は、改めて申込みが必要です。

【4月１日入園】入園可否に関わらず全員に郵送します。（２月初旬予定）
【年度途中入園】内定した場合のみ、電話等で連絡します。（前月15日頃）

入園前の
面談・健康診断

入園
（慣らし保育）

入園当初の一定期間は、慣れる時間（慣らし保育）が必要となるため、保育時間が短くな
ります。（慣らし保育期間の目安：０～２歳児７日間、３～５歳児５日間）
お子さんにより、慣れる時間に差がありますので、保育園等と相談してください。

決定した保育園等でお子さんと一緒に面談を受けてください。（母子手帳持参）
必ず入園前に、保育園等が指定する病院等で健康診断を受けてください。

保育利用調整結果通知書

〇 右記QRからオンラインで申請することができます。

〇 通知書の発行申請は、入園希望日の前月１５日から受付を開始します。

〇 ４月１日の利用調整結果通知書は結果に関わらず全員に郵送します。
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（1） 書類は、申し込むお子さん１人につき１枚提出してください。

（兄弟姉妹同時の入園申込みの場合は、申請書以外は原本１部で問題ありません。）

（2） 申請書類に虚偽や偽造があった場合は、申込み及び入園を取り消します。

（3） 申請書類の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに子ども施設課へご連絡ください。

●日立市へ転入予定で、お住まいの市区町村経由で入園を申込みされる方

□

□

□

□

●離婚を前提に別居し、かつ離婚調停中又は裁判中の方（住民票の住所が別になっていることが必要）

□

□

●お子さんの祖父母が同住所地にいるが、二世帯住宅等であり、生計を別にしている方

□

●生活保護を受給している方

□

●その他 □〇（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 【例】　在宅障害児（者）が同世帯にいる方　など

(※)課税（非課税）証明書は、１月１日現在の住所地の市区町村で取得できます。（有料）
該

当

者

の

み

必

要

〇市区町村民税課税（非課税）証明書（※）
□令和８年８月までに入園希望の方 (令和７年度及び令和８年度の市区町村民税課税（非課税）証明書（父母各１通））

□令和８年９月以降に入園希望の方 (令和８年度の市区町村民税課税（非課税）証明書（父母各１通））

〇弁護士と委任契約を締結していることが確認できるもの（弁護士発行書類）

〇収入に関する申立書

〇申立書（別居住）　〇同一月の光熱水費等の明細書や領収証書のコピーを二世帯分

〇生活保護受給証明書

　※　以下の書類（いずれか１つ）が提出できない場合は、別居中の配偶者の就労証明書等が原則必要です。

〇離婚調停中又は離婚裁判中であることが確認できるもの（裁判所発行書類）

〇勤務先が発行する給与支払証明書（令和６年１月～12月の証明、令和７年１月～12月の証明）

●単身赴任等で海外に住所のある方

〇市区町村民税課税（非課税）証明書（過去２年以内に国内で課税がある方に限る。）

□
職業訓練（予定）している方

〇申立書（職業訓練）　〇受講決定通知書のコピー　〇受講スケジュール表のコピー

□
上記にあてはまらない方

※　事前に子ども施設課にご相談ください。

□
求職活動中の方

〇申立書（求職活動）

□
就学（予定）の方

〇申立書（就学）　〇学生証等のコピー

□
障害のある方

〇身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等のコピー

□

看護・介護をしている方

〇申立書（看護 ・介護）　〇被看護・介護者の診断書等(※)

(※)診断書（市の定める様式）・介護認定証・障害者手帳（診断書以外はコピー）

□
出産（予定）の方

〇母子手帳のコピー（母の氏名が記載されているページ及び出産（予定）日が記載されているページ）

□
疾病・負傷の方

〇診断書　（市の定める様式）

□　保育利用に関する確認票及び同意書

７　申込みに必要な書類

全

員

必

要

□　家庭状況調査票

□　子どものための教育・保育給付認定申請書（個人番号（12桁）の記載が必要です。）

　　 保育の必要性を証明する書類
　　※　お子さんの父母のほか、お子さんと同居している祖父母、兄姉（高校生を除く18歳以上65歳未満の方）も該当します。

　　※　祖父母、兄姉分の書類がなくても申込みはできますが、利用調整の際に減点となります。

□
就労（予定）している方

〇就労証明書（令和６年８月から変更となった新様式のみ受け付けます。）

□

自営・経営者が自身又は親族・内職の方

〇就労証明書（新様式）　〇就労状況（予定）申告書　〇営業許可証等(※)
※　営業許可証・開業届・請負契約書・受注表等・最新分の確定申告書・給与明細書等（いずれかのコピー）

必要書類の確認
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日立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整に関する基準

【基準指数及び調整指数は、利用調整申込締切日に判断できる入園日時点の事由を対象とする。】

母 父

１日８時間以上の就労を常態 30

１日６時間以上８時間未満の就労を常態 28

１日４時間以上６時間未満の就労を常態 26

１日４時間未満の就労を常態 24

１日８時間以上の就労を常態 28

１日６時間以上８時間未満の就労を常態 26

１日４時間以上６時間未満の就労を常態 24

１日４時間未満の就労を常態 22

１日６時間以上の就労を常態 20

１日６時間未満の就労を常態 18

１日８時間以上の就労を常態 15

12

2 妊娠出産 30

30

30

26

20

30

26

20

30

28

24

30

26

20

5 災害復旧 40

6
求職
活動

1

8 虐待・ＤＶ 40

9 不存在 40

10 その他 1～40上記以外で明らかに保育に当たれない場合

月２０日以上

類型 細目

月１６日以上

月　８日以上

就労（内定）

（月64時間以上）

死亡・離婚・行方不明・拘禁等

一部介護を必要とする場合（要介護認定１・２程度）

支援を必要とする場合（要支援）

産前産後

入院している（入院予定を含む。）

常時病臥

安静を要する

身体障害者手帳３級、療育手帳Ｃ、精神障害者保健福祉手帳３級

7
就学

職業訓練

既に日中、就学・技能習得のため外出を常態

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合

求職活動中（起業準備等を含む。）

Ｎｏ.1
を

準用日中、就学・技能習得が内定している場合

児童虐待防止法第２条又は配偶者暴力防止法第１条の対象者と認められる場合

4
介護

看護

居宅外

週５日以上日中週４０時間以上（重度心身障害者等）の介護を常態

週５日以上日中週３０時間以上の介護を常態

週４日以上日中週１６時間以上の介護を常態

居宅内

全介護を必要とする場合（重度身体障害者、要介護認定３・４・５程度）

3
疾病

障害

疾病

通院を要する

障害

身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ～Ｂ、精神障害者保健福祉手帳１・２級

身体障害者手帳４級以下

８　利用調整に関する基準

１　基準指数

1

№
保育にあたる保護者の就労形態等 基準

指数

採点

上記以外

月１２日以上
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２　調整指数

母 父

３ 15
４ 10
５ 4
６ 5
７ 6
８ 10
９ 10
10 10

12 ※ 5
13 1
14 3
15 3

17 10
18 20
19 10

23 ※ -5
24 ※ -10

＜※のある調整指数について＞

認定切替の事由が求職活動の場合を除く。

番号23～25 複数該当する場合は、重複して減算する。

＜入園の選考について＞

世帯の状況を以下の条件の１から順に比較し、該当した世帯を優先順位が高いものとします。

　１　日立市在住者

　２　同居者なしの母子・父子世帯、生活保護世帯

　３　基準指数が高い者　　

　４　同世帯に障害者がいる場合　　

　５　既に兄弟姉妹が保育園等に入所しており、同じ保育園等となる場合

　６　養育している未就学児の人数が多い者　　

　７　直近の市民税所得割額の低い世帯（同額の場合は収入の低い世帯を優先）

　８　証明書等提出書類が全て提出されている者　

滞納月

×-2見られない等の場合

-25

在園児又は卒園児の保育料等を滞納している場合

保育料等が滞納となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が

児童と同居している祖父母又は兄姉（いずれも18歳以上65歳未満の方（高校生
を除く））に保育事由が無い場合（求職活動を除く）

20

加
算
指
数

減
算
指
数

認可外保育施設を利用している児童であり、かつ、その施設が保育園又は認定
こども園に移行した場合に、移行後も同じ施設利用を希望する場合

21 ※
認定こども園に在園している１号認定子どもが、保護者の就労状況等の変更に
より２号認定に切替する場合で、同じ施設利用を希望する場合

同居
祖父母

22 ※

保育
料等
滞納 25 ※

在園児又は卒園児の保育料等の滞納が６か月分以上ある場合

16

番号11～12 それぞれ重複して加算しないものとする。

番号21

番号22 同居の範囲は、同一住所又は同一建物の場合を含む。（疾病等で保育に当たることができない場合を除く。）

7

特に調整が必要である場合（生計中心者失業等）

40

20

こども家庭センター長が特に保育が必要と認める場合

※
保護者が身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ～B、精神障害者保健福祉手帳

多胎児の場合

既に兄弟姉妹が入園している保育園等へ入園を希望する場合又は兄弟姉妹が入
園している保育園等に入園を希望しているが、やむを得ず他の保育園等も追加で
希望する場合

項目 条件
採点

就労
状況

保護者が産前産後休業又は育児休業を終了し、職場復帰をする場合

上記３に該当し、かつ、以前に育児休業取得により退園となっている場合

１
保育士、保育教諭、幼稚園教諭として就労している、又は内定している場合
（就労先が市内の認可施設の場合）

30

調整
指数

家庭
状況

ひとり親家庭に準じており、同居者がいない場合

ひとり親家庭で、同居者がいない場合

父母の両方が不存在（死亡等）の場合

　【利用調整指数が同点の場合の優先順位】

利用調整指数（基準指数と調整指数の合計）の高い方から入園者を決定します。

　入園希望者が保育園等の定員を超えた場合などには、利用調整を行います。提出書類等で確認した内容に基づき、

１・２級のうち１つを所持している場合

未就学の兄弟姉妹が２人以上いる場合（本人を除く。）

同時に２人以上の申込みをしている場合

保育園等の転園希望者（住所変更等により通園が困難な場合）

疾病
障害

11 5

保護者が視聴覚又は言語に関して身体障害者手帳３級を所持している場合

その他

兄弟
姉妹

２
保育士、保育教諭、幼稚園教諭として就労している、又は内定している場合
（就労先が認可外施設として届出のある施設又は市外の認可施設の場合）

5

父母のうちどちらかが単身赴任、入院等により不在の場合

生活保護世帯（就労による自立支援目的）

虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合
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第２章　保育料等について

※ ３歳児から５歳児及び０歳児から２歳児の住民税非課税世帯は、保育料が無料です。

(1)

・転入された方は、課税資料の提出が必要となる場合があります。

(2) 令和８年度の保育料の計算方法
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(3)

(4) 月途中の入退園の場合は、利用日数に応じて保育料を日割り計算します。

※　表の所得割額は、住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除等による税額控除をする前の額です。
 　（ただし調整控除は除く。）

【ひとり親世帯等】　

【多子の計算（子どものカウント）方法について】

№１

№２

【注意事項】

令和７年度の課税状況で算定 令和８年度の課税状況で算定

１　保育料について【０歳児から２歳児】（４月１日時点の年齢区分）

毎月の保育料の額は、世帯（父母）の市民税額等により、徴収基準額表に基づいて決定します。

・父母等に国外での収入がある場合は、保育料の算定に含めます。（給与支払証明書の提出が必要）
・未申告者や、市外居住で課税状況が確認できない場合は、階層区分Ｇで決定します。

・父母の合計収入が生活保護基準を下回り、家計の主となっている人（生計の中心者）が同居の祖父母等と判
断される場合は、その方の市民税の所得割額等を保育料の算定に含めます。

※　令和６年１月～12月の収入から算定 ※　令和７年１月～12月の収入から算定

ひとり親世帯等とは、子どもが属する世帯が次の①～③のいずれかの世帯です。
①母子(父子)世帯、②在宅障害児(者)がいる世帯、③生活保護法に定める要保護者等

保育園等（認可外保育施設は除く）に在園している就学前の子どものうち、最年長の子どもから第１
子、第２子とカウントします。ただし、年齢にかかわらずカウントした場合、第３子以降となる子どもの
保育料は、無料です。

　多子計算後、第１子は表の額、第２子以降は無料となります。

年度の初日（４月１日）時点での年齢区分で１年間徴収を行います。
・２歳児クラスの児童が年度の途中で３歳になった場合でも、「０歳児から２歳児」の区分で保育料を算定しま
す。（年度途中の入園も同様です。）

・ただし、認定こども園を利用し、月途中で認定切替（２号⇔１号）をした場合は、月初における保育料がその月
の保育料となります。

２　日立市保育料　徴収基準額表（令和７年10月現在）　　※　私立・公立とも同額です。

兄弟姉妹の年齢にかかわらず対象としカウントします。（保護者が監護し生計が同一の子ども等）

表の所得割額は、市民税所得割額のことをいいます。

第２子（多子計算後）の保育料について

通常は第１子の保育料の半額ですが、日立市独自の軽減策として無料としています。

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

Ａ ０円 ０円 Ａ ０円 ０円

Ｂ ０円 ０円 Ｂ ０円 ０円

Ｃ １７,６００円 １７,３００円 Ｃ ８,０００円 ７,８００円

D1 ２４,３００円 ２３,８００円 D1 ８,０００円 ７,８００円

D2 ２４,３００円 ２３,８００円 D2 ８,０００円 ７,８００円

D3 ２４,３００円 ２３,８００円 D3 ２４,３００円 ２３,８００円

Ｅ ３１,１００円 ３０,５００円 Ｅ ３１,１００円 ３０,５００円

Ｆ ３９,０００円 ３８,３００円 Ｆ ３９,０００円 ３８,３００円

Ｇ ４９,５００円 ４８,６００円 Ｇ ４９,５００円 ４８,６００円

多子

計算

生活保護世帯・里親等

№１ №１

非課税世帯

均等割のみ課税の世帯

所得割額　48,600円未満

所得割額　57,700円未満

所得割額　77,101円未満

所得割額　97,000円未満

所得割額　169,000円未満

所得割額　301,000円未満

№２ №２
所得割額　301,000円以上

階層

区分
市民税課税額

保育料（月額） 多子

計算

階層

区分

保育料（月額）
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３　　保育料の計算例（多子計算）

(1) 納付先 ●私立の認定こども園、家庭的保育事業所 ⇒  施設に納付します
●公立の園、私立保育園 　　⇒  市に納付します（原則、口座振替）

(2) 保育料は、入園日から発生します。病欠等で登園していなくても保育料はかかります。
退園の手続きをされないと保育料がかかります。退園の際は、必ず手続きしてください。

(3)

(4)

(1) 給食費の額は、各園で決定します。

(2) 給食費のうち、副食費（おかず、おやつ、飲み物代）の徴収の有無については、世帯の市民税額
等により決定します。

(3) 次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除となります。
　 　ア　市民税所得割額57,700円未満（ひとり親等の場合は、77,101円未満）世帯の子ども

(1) 納付先 ●私立の園 ⇒  施設に納付します
●公立の園 ⇒  市に納付します（原則、口座振替）

(2) 給食費は、入園日から発生します。病欠等で登園していなくても給食費はかかります。
途中退園の場合も給食費が月末までかかる場合があります。

(3) 家族状況の変更、認定内容の変更、市民税額に修正・変更があった場合は、
子ども施設課にご連絡ください。副食費の徴収の有無が変更になる場合があります。

　・月途中の入退園の場合の副食費の日割り計算については、各園に確認してください。

　給食費は、幼児教育・保育の無償化後も保護者の負担となります。

５　給食費（主食費・副食費）について【３歳児から５歳児】（４月１日時点の年齢区分）

　・副食費の徴収の有無の判定については、「１　保育料について」に準じます。

６　給食費（主食費・副食費）の納付

４　保育料の納付

家族状況の変更、認定内容の変更、市民税額に修正・変更があった場合は、必ず子ども施設課
にご連絡ください。保育料が変更になる場合があります。

保育料は、期限内の納付をお願いします。保育料を滞納すると、法令に基づき、勤務先・金融機
関等への調査、督促や差押等の滞納処分を受けることがあります。

　 　イ　保育園等（認可外保育施設は除く）に在園している就学前の子どもでカウントした場合、第３
　　　子以降となる子ども

父
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第３章　保育料以外の費用　（令和７年10月現在）

私・認
（幼保） いしまち認定こども園 ●

３歳児
以上

公・保 日立市じゅうおう保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼保）

認定こども園
十王幼稚園・保育園 ●

３歳児
未満

３歳児
以上

１歳児
以上

３歳児
以上

２歳児
以上

３歳児
以上 ●

満３歳
以上

私・認
（幼保）

幼保連携型認定こども園
おぎつ幼稚園 ● ●

満３歳
以上 ● ●

３歳児
以上

３歳児
以上

３歳児
以上

満３歳
以上

３歳児
以上 ●

満３歳
以上

私・保 豊浦さくら保育園 ●
３歳児
以上

私・保 小木津聖徳保育園 ● ● ● ● ●
３歳児
以上

３歳児
以上

私・認
（幼保） こどものいえ認定こども園 ● ●

３歳児
以上 ● ●

２歳児
以上

３歳児
以上

３歳児
以上

満２歳
以上

私・保 田尻徳風保育園 ● ● ●
３歳児
以上

３歳児
以上

私・保 滑川聖徳保育園 ● ● ● ● ●
３歳児
以上

３歳児
以上

公・保 日立市かみね保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

公・認
（幼保）

日立市立みやた認定
こども園 ● ● ● ● ● ● ●

４歳児
以上

３歳児
以上

公・保 日立市おおもり保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼保）

茨城キリスト教大学附属
認定こども園せいじ園 ● ● ● ●

３歳児
以上

３歳児
以上

３歳児
以上 ●

公・保 日立市かみちょう保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・家 まめ保育室 ●

公・保 日立市おおせ保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼保）

認定こども園
ひがしなるさわ幼稚園 ●

３歳児
以上

５歳児 ● ● ●
３歳児
以上

３歳児
以上

３歳児
以上

◆　北部地区　◆

区分 施設名 保険料
保護者
会費

教育費
教材費

絵本代 写真代
入園

準備費

　　保育料以外の費用一覧表　　　　　　　　　　　※　施設によって異なります

バス代

●　本庁地区　●

区分 施設名 保険料
保護者
会費

教育費
教材費

絵本代 写真代

胸章代 帽子代 制服代 体操服 給食費
施設

維持費

入園
準備費

バス代胸章代 帽子代 制服代 体操服 給食費
施設

維持費

公立と私立の違い

保育料は、公立・私立ともに同額ですが、保育方針、行事内容、持ち物、３歳児以上の給食費などの費用等が異なります。

あらかじめ各園に直接お問い合わせください。

※ 保育料以外の費用は、上記一覧以外にも発生する場合があります。

※ 延長保育を利用した場合、別途料金がかかる場合があります。
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私・保 つくしんぼ保育園 ● ●
４歳児
のみ

２歳児
以上 ●

３歳児
以上

私・認
（幼稚） すけ川幼稚園 ● ● ● ● ● ● ● ●

３歳児
以上 ●

公・保 日立市ゆなご保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼稚） 諏訪かおる幼稚園 ● ● ● ● ● ● ●

３歳児
以上

満３歳
以上

公・保 日立市おおくぼ保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼保）

おおくぼ認定こども園
大久保幼稚園 ● ● ● ● ● ●

３歳児
以上 ● ●

３歳児
以上

公・認
（幼保）

日立市立はなやま認定
こども園 ● ● ● ● ● ● ●

３歳児
以上

私・認
（幼保） 多賀さくら認定こども園 ●

３歳児
以上

私・保 まゆみの里保育園 ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼保）

認定こども園ほほえみ
学びの森わかば園 ● ● ● ● ● ● ●

３歳児
以上 ●

３歳児
以上 ●

満３歳
以上

私・保 れんげ保育園 ● ● ● ● ●

私・保 森山聖徳保育園 ● ● ● ● ●
３歳児
以上

３歳児
以上

私・認
（幼保）

認定こども園ほほえみ
水木わかば幼稚園 ● ● ● ● ● ● ●

３歳児
以上 ●

３歳児
以上 ●

満３歳
以上

公・保 日立市みずき保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・認
（幼保）

茨城キリスト教大学附属
認定こども園みらい園 ● ● ● ●

３歳児
以上

３歳児
以上

３歳児
以上 ●

私・認
（幼保） みつばキラリ園 ● ● ● ●

３歳児
以上

３歳児
以上 ●

満３歳
以上

私・家 ゆりかご保育室 ●

公・保 日立市くじ保育園 ● ● ● ● ● ●
３歳児
以上

私・保 南高野保育園 ● ● ●
希望者
のみ ● ●

３歳児
以上

３歳児
以上

３歳児
以上

バス代

★　多賀地区　★

区分 施設名 保険料
保護者
会費

教育費
教材費

絵本代 写真代 胸章代 帽子代 制服代 体操服 給食費
施設

維持費
入園

準備費

バス代

■　南部地区　■

区分 施設名 保険料
保護者
会費

教育費
教材費

絵本代 写真代 胸章代 帽子代 制服代 体操服 給食費
施設

維持費
入園

準備費
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第４章　施設紹介

7：00～18：00

8：00～16：00

7：30～18：30

8：30～16：30

7：00～18：00

8：00～16：00

7：30～18：30

8：00～16：00

7：00～18：00

8：00～16：00

お預りから11時間

お預りから８時間

7：00～18：00

8：00～16：00

お預りから11時間

お預りから８時間

お預りから11時間

お預りから８時間

7：30～18：30

8：30～16：30

7：30～18：30

8：30～16：30

7：30～18：30

8：30～16：30

7：15～18：15

8：30～16：30

7：30～18：30

8：30～16：30

8：00～17：00

お預りから８時間

7：30～18：30

8：30～16：30

7：30～18：30

8：30～16：30

私・保

公・保

公・認
（幼保）

公・保

私・認
(幼保)

公・保

私・家

公・保

私・認
(幼保)

私・認
(幼保)

公・保

私・認
(幼保)

私・認
(幼保)

私・保

私・保

私・認
(幼保)

私・保

区分

日立市おおせ保育園 会瀬町2-18-18 35-5585 85 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

茨城キリスト教大学附属

認定こども園せいじ園
助川町1-16-1 24-5111 50 0～5歳児 6か月

8週

まめ保育室 中成沢町1-5-21
090-4214
-5286

5 0～2歳児 6か月 平日　8：00～17：00
3歳児から日立市
おおせ保育園

日立市おおもり保育園 東町1-4-3 22-5584 55 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

認定こども園
ひがしなるさわ幼稚園

東成沢町3-16-8 35-7539 32 1～5歳児
平日　7：30～19：00
土曜　7：30～19：00

─

平日　7：15～18：45
土曜　7：15～18：45

日立市かみちょう保育園 鹿島町2-7-9 22-5583 80 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

日立市かみね保育園 宮田町3-6-15 22-5582 50 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

日立市立みやた認定
こども園

本宮町2-10-22 22-3953 90 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

最大保育時間
標準時間

備考
短時間

０歳児

受可

滑川聖徳保育園 滑川本町1-15-6 22-7133 100 0～5歳児
平日　7：00～19：30
土曜　7：00～18：00
日曜　8：00～18：00

日曜保育は
第１・第３日曜のみ

8週

8週

8週

田尻徳風保育園 田尻町7-13-1 42-8218 137 0～5歳児
平日　7：00～20：00
土曜　7：00～19：30
日祝　7：30～19：30

8週

こどものいえ認定こども
園

日高町1-14-11 43-6494 110 0～5歳児
平日　7：00～20：00
土曜　7：00～18：00
日祝　8：00～18：00

小木津聖徳保育園 小木津町2-2-11 42-4328 70 0～5歳児

豊浦さくら保育園 折笠町447-1 33-6111 180 0～5歳児
平日　7：00～20：00
土曜　7：00～18：00
日祝　8：00～18：00

8週

平日　7：00～19：30
土曜　7：00～18：00
日曜　8：00～18：00

日曜保育は
第１・第３日曜のみ

認定こども園
十王幼稚園・保育園

十王町友部566-1 39-2613 100 0～5歳児
平日　7：00～19：00
土曜　7：00～18：00

6か月

幼保連携型認定こども園

おぎつ幼稚園
砂沢町364-9 42-2029 50 0～5歳児

平日　7：30～19：00
土曜　8：00～17：00

満1歳

いしまち認定こども園 十王町伊師3447-1 39-5250 160 0～5歳児
平日　7：00～20：00
土曜　7：00～18：00
日祝　8：00～18：00

8週

日立市じゅうおう保育園 十王町友部1576 39-2405 60 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

　　施設一覧表（保育園・認定こども園（保育部分））
※　令和７年10月1日現在で記載しています。内容は変更になる場合があります。

◆　北部地区　◆

施設名 所在地
電話番号
（0294）

定
員

年齢区
分

最大保育時間
標準時間

備考
短時間

０歳児

受可

施設
コード 区分

220

100

221

222

200

201

223

202

230

施設
コード

203

100

120

103

224

102

901

104

●　本庁地区　●

施設名 所在地
電話番号
（0294）

定
員

年齢区
分

子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」で

検索すると、各園の情報を閲覧することができます。
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7：00～18：00

8：30～16：30

7：30～18：30

8：00～16：00

7：30～18：30

8：30～16：30

7：30～18：30

8：15～17：30

7：30～18：30

8：30～16：30

7：30～18：30

7：30～16：30

7：30～18：30

8：30～16：30

7：00～18：00

8：00～16：00

7：15～18：15

8：15～16：15

7：30～18：30

7：30～15：30

お預りから11時間

お預りから８時間

お預りから11時間

お預りから８時間

7：30～18：30

7：30～15：30

7：30～18：30

8：30～16：30

7：15～18：15

8：30～16：30

7：30～18：30

8：00～16：00

8：00～17：00

8：30～16：30

7：30～18：30

8：30～16：30

7：00～18：00

8：30～16：30

公・認（幼保）
公・保
私・認（幼保）
私・認（幼稚）
私・保
私・家

8週
6か月
8か月

私・認
（幼保）

私・家

公・保

私・保

私・認
（幼稚）

公・保

私・認
（幼保）

公・認
（幼保）

私・認
（幼保）

私・保

区分

私・認
（幼保）

私・保

■　南部地区　■

施設
コード 施設名 所在地

電話番号
（0294）

定
員

年齢区分 最大保育時間
標準時間

備考
短時間

8週

私立の保育園

900 ゆりかご保育室 久慈町6-3-8
080-5048
-7418

5 0～2歳児 6か月
平日　8：00～17：00
土曜　応相談　　　　　あ

3歳児から日立市
くじ保育園

109 日立市くじ保育園 久慈町2-10-55 52-5046 63 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

年齢区分 ご利用できるお子さんの年齢（１ページ参照）で年齢区分をご確認ください

0歳児（受可）
　※　受入可能週・月齢

入園希望日に生後8週を経過している乳児
入園希望日に生後6か月を経過している乳児
入園希望日に生後8か月を経過している乳児

平日　7：00～19：00
土曜　7：00～18：00

■表の注釈

区分

公立の幼保連携型認定こども園
公立の保育園
私立の幼保連携型認定こども園
私立の幼稚園型認定こども園

私立の家庭的保育事業所

207 南高野保育園 茂宮町1360-1 52-1327 70 0～5歳児 8週

最大保育時間
延長保育を含めた最大の預かり時間
※　日祝は、記載がある施設のみ保育実施

228
茨城キリスト教大学附属
認定こども園みらい園

大みか町6-11-1 53-9411 60 0～5歳児
平日　7：15～18：45
土曜　7：15～18：45

6か月
私・認
（幼保）

平日　7：30～19：00
土曜　7：30～18：30

106 日立市みずき保育園 大みか町2-1-15 52-2608 66 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

227
認定こども園ほほえみ
水木わかば幼稚園

水木町1-20-12 52-5991 50 0～5歳児 8か月

8週

私・認
（幼保）

公・保

206 森山聖徳保育園 森山町3-17-1 52-0774 130 0～5歳児
平日　7：00～19：30
土曜　7：00～18：00
日曜　8：00～18：00

日曜保育は
第１・第３日曜のみ

8週私・保

205 れんげ保育園 森山町3-9-7 54-2201 30 0～2歳児
平日　7：00～19：30
土曜　7：00～18：00
日曜　8：00～18：00

3歳児から
森山聖徳保育園
日曜保育は
第１・第３日曜のみ

8週

229
認定こども園ほほえみ
学びの森わかば園

森山町1085-1 33-8822 100 0～5歳児
平日　7：30～19：00
土曜　7：30～18：30

8か月

０歳児

受可

226
多賀さくら認定こども
園

東金沢町4-2-1 59-3355 190 0～5歳児
平日　7：00～20：00
土曜　7：00～18：00
日祝　8：00～18：00

208 まゆみの里保育園 大沼町2-21-1 85-6385 69 0～5歳児
平日　7：15～19：15
土曜　7：15～18：15

8週

短時間の利用は
左記の中で8時間

8週

─

121
日立市立はなやま認定
こども園

金沢町2-10-23 36-2673 72 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

70 1～5歳児
平日　7：30～19：00
土曜　7：30～19：00

105 日立市おおくぼ保育園 末広町1-1-5 33-0872 78 0～5歳児

すけ川幼稚園 諏訪町1-14-6 33-1736 15 2～5歳児
平日　7：30～18：30
土曜　7：30～18：30

満3歳から受入可─

107 日立市ゆなご保育園 鮎川町6-19-28 33-1093 80 0～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

8週

250
私・認
（幼稚）

公・保

★　多賀地区　★

施設
コード 施設名 所在地

電話番号
（0294）

定
員

年齢区分 最大保育時間
標準時間

備考
短時間

０歳児

受可
区分

204 つくしんぼ保育園 諏訪町3-12-19 37-4278 90 0～5歳児
平日　7：00～19：00
土曜　7：00～18：00

8週私・保

8週
平日　7：00～19：30
土曜　7：00～19：30

2～5歳児 ─
平日　7：30～18：30
土曜　7：30～18：30

257 諏訪かおる幼稚園 多賀町5-8-4 33-3197 33
満3歳から受入可
短時間の利用は
左記の中で8時間

231 みつばキラリ園 石名坂町1-10-3 52-2745 69 0～5歳児

平日　7：30～19：30
土曜　7：30～17：00

225
おおくぼ認定こども園
大久保幼稚園

大久保町4-10-7 33-2274
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１　他市区町村の保育園等を希望する方

(1) 申込窓口・申込要件

(2) 受入月・申込期限

２　日立市外に住所がある方

(1) 申込窓口

(2) 申込要件（※　日立市内に転入予定の方）

  　※　父母及び申請児童の個人番号の記入が必要です。

  　※　日立市の書式で申請した場合も、書換えが必要となります。

(3) 利用調整の結果について

  ウ　入園が決定した後に行う入園する園での手続き
　　 ・お子さんの面接　・お子さんの健康診断　・母子手帳の確認

　　入園が決定した場合には、入園日の前日までに、下記のすべての手続きを済ませていただく
　ことが条件となります。（手続きができていない場合は、入園決定が取消しとなります。必ず
　入園日の前日までに全ての手続きを済ませてください。）
　　入園が決まっていない場合にも、転入後は速やかにイの手続きを済ませてください。

第５章　広域入園

　　４月１日入園のみ、転入予定での申請の方には通知を送付します。（２月初旬予定）
　　お住まいの市区町村に通知を送付します。（４月１日入園は２月下旬予定）

　　日立市または転出先の市区町村に指定された窓口に申し込んでください。市区町村ごとに
　申込要件（勤務先や実家が希望先の市区町村にあること）や必要書類が異なります。申込前
　に希望する保育園等のある市区町村の担当課にご確認ください。

　　市区町村ごとに異なります。希望する保育園等のある市区町村の担当課にご確認ください。
　申請書類の郵送のため、申込期限の10日前までに日立市へお申込みください。

　　日立市内の保育園等を希望する場合は、住所のある市区町村の担当課で申込みを行ってくだ
　さい。書式は、お住まいの市区町村のもので構いません。
　申請書類は、住所のある市区町村の保育園等の担当課が日立市に送付します。

   　転入前の市区町村で通っていた保育園等に通い続けることも可能な場合があります。
   あらかじめお住まいの市区町村に可能かどうか確認し、日立市にご相談ください。

  ア　日立市に住民登録
  イ　日立市の給付認定申請書への書換え（場所：子ども施設課）

転出予定 申込窓口 申込期限 必要書類 申込要件

転出予定なし
日立市
子ども施設課

希望先の市区町村に確認
日立市への申請は期限の１０日
前まで

申込みに必要な書類(日立
市の書式。４ページ参照)及
び希望先の市区町村で必要
となる書類

転出予定あり
希望先の市区
町村に確認

希望先の市区町村に確認
日立市に提出する場合は期限の
10日前まで

希望先の市区町村で必要と
なる書類

希望先の市区
町村に確認
（勤務先や実家
等が希望先の
市区町村にあ
ること等）

転入予定 申込窓口 申込期限 必要書類 申込要件

転入予定なし
住所のある市区町村で必要
となる書類

下記のいずれか
が日立市内にあ

る場合

・勤務先
・父母の実家

転入予定あり
課税証明書及び住所のある
市区町村で必要となる書類
（日立市の書式での提出も可）

下記（2）申込
要件の通り

住所のある
市区町村の
担当課

【令和8年４月１日入園】
令和７年11月2８日（金）まで
【令和８年５月１日以降入園】
入園希望日の前月5日まで
・申込期限日が、土曜、日曜、祝日、休日、年

末年始の場合はその直前の開庁日まで

・申請書類が期限内に日立市子ども施設課に

届いていることが条件となります。
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第６章　申請後・入園後の手続きについて

　変更内容 添付書類
住所、連絡先 〇変更届のみ
同居、別居、離婚、出生、死亡 〇変更届のみ

〇配偶者の「保育の必要性を証明する書類」
　※　配偶者が他市からの転入の場合は、原則として
　　直近の課税証明書を添付
〇事件係属証明書（夫婦関係調整（離婚））
　※　裁判所で発行
〇弁護士との委託契約の締結が確認できる書類
　※　弁護士が発行　　　　　　　　　　　　【いずれか１つ】

妊娠・出産
〇母子手帳のコピー
（母の氏名及び出産（予定）日記載のページ）

〇申立書
〇学生証のコピー（就学）
〇受講決定通知及びスケジュール表のコピー（職業訓練）

転職、起業、就労条件変更、就労先決定
〇就労証明書
〇就労状況申告書〇営業許可証等（自営業等の場合）

離職・休職
（離職後、保育を必要とする事由がある場合）

育児休暇取得
〇就労証明書
〇就労状況申告書〇営業許可証等（自営業等の場合）

復職
〇就労証明書
〇就労状況申告書〇営業許可証等（自営業等の場合）
〇生活保護受給証明書
　※　日立市役所生活支援課で発行

市民税額の変更 〇変更届のみ

　保育の必要な事由の確認のため、毎年１月に現況届を提出していただきます。

　新規の申請と同様の手続きが必要となりますので、子ども施設課まで入園相談にお越しください。

　認定期間が満了となる場合や退園を希望する場合は、前日までに退所届を提出してください。

１　申請内容・家庭状況等の変更があった場合

　申請内容・家庭状況に変更があった場合は、変更届及び添付書類の提出が必要です。
　変更があったにもかかわらず、変更の手続きを行わない場合は、入園取消又は退園となることがあり
ます。
　書類の様式は、子ども施設課又はお通いの保育園等で受け取ることができるほか、日立市のホーム
ページからダウンロードすることもできます。

離婚を前提に別居し、かつ離婚調停中また
は裁判中（住民票の住所が別になっているこ
とが必要）

婚姻（事実婚の場合を含む。）

〇保育の必要性を証明する書類
　※　申立書（求職活動、看護・介護）、診断書等

６　退園する場合

２　延長保育について

４　転園をしたい場合

５　転出する場合

　延長保育を希望する方は、利用する園で手続きをする必要があります。（詳細は入園が決定した園に
ご確認ください。）

　転出前に利用している日立市内の保育園等の継続利用を希望する場合や、市外の保育園等への申
込みを希望する場合は、子ども施設課へ事前にご相談ください。詳しくは13ページをご確認ください。

　なお、利用調整を行ったうえで入園の決定をしますが、転園先への入園が決まるまでは、利用中の園
を継続利用することができます。

就学・職業訓練

生活保護受給開始又は廃止

３　現況届の提出について
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第７章　注意事項

　 　自営の場合は、自営主が証明し、就労状況（予定）申告書等を併せて提出してください。

　有効期限を過ぎた場合には、改めて証明が必要となります。

　保育の必要性を証明する書類や課税又は収入情報を証明する書類の有効期限は、証明日から３か月です。
（４月１日入園申請の場合は、10月１日以降の証明日の書類が必要。）

就労証明書について

申請書に添付する証明書等の有効期限について

※　放課後児童クラブの入会（申込み窓口：日立市教育プラザ内放課後児童センター「はぐ」）の申込みで就労
　 証明書を用意する方は、コピーでの提出が可能です。

　保育園等に入園する場合は、入園日の翌々月15日(土・日曜、祝日、休日の場合はその前日)までに就労証
明書を提出してください。また、認定終了日の翌日までに就労開始することが必要です。期限内に提出又は就
労開始できない場合は、認定証の有効期間（入園日から起算して２か月を経過する日の翌日が属する月の末
日まで）をもって退園となります。

※　保護者の方が代筆等により、作成又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

　　 記入漏れがあった場合や修正テープ又は修正ペンの使用があった場合は、無効となります。記入を誤って
　 しまった場合は、二重線で修正してください。

　育児短時間勤務を利用し、就労証明書に時短取得期間の終期が明記されている場合は、正規の勤務条件で
利用調整を行います。育児短時間勤務ではなく、雇用契約が変わる場合は、利用調整指数が変わる事がある
ため、内定が取り消しになる場合があります。

申請書類について
　他の手続きで申請書類のコピーが必要な方は提出前にご自身でお取りください。提出後に返却やコピーのお
渡しはできません。

申請から入園までに申込み内容に変更があった場合について

職場復帰時に勤務時間が短くなる場合の利用調整指数について

　保育園等の入園については、申請書類に基づく利用調整指数により、利用調整を行います。（５～６ページ参照)

　申請時の家庭状況等に変更があった場合は、利用調整指数が変わる事があるため、事前に子ども施設課へ
ご相談ください。

　申請から入園までの間に転職をする場合、転職後の勤務日数・時間による利用調整指数が転職前の利用調
整指数と同点以上の場合のみ、転職前の就労証明書記載の勤務日数・時間による指数での調整とします。
この条件に合わない場合は、退園（内定取消）となります。

①育児休業復帰の場合

　育児休業の復帰を理由として申し込んだ場合は、下記の期間内に元の勤務先に復職することが必要です。期
間内に復職できない場合は、退園（内定取消）となります。入園前に復職する場合は変更申請書を提出してく
ださい。
令和７年度入所：１日入園は入園日から翌月１日の間、16日入園は入園日から翌月16日の間
令和８年度入所：入園日から翌月16日の間

　なお、相談なく変更があった場合には、入園（内定）後であっても、退園（内定取消）となることがあります。

③入園前に転職する場合（育児休業取得中だが復職を機に転職する場合を含む。）
（４月１日入園の場合のみ）

　また、入園後も家庭状況や登園状況の確認を行い、保育の必要性が認められない場合は、退園になります。

②就労内定の場合

　下記の期間に就労開始することが必要です。就労開始できない場合は、退園となります。
令和７年度入所：１日入園は翌月１日まで、16日入園は翌月16日まで、令和８年度入所：入園の翌月16日まで

特に注意が必要な場合について

　なお、転職が決まった場合は転職先の就労証明書と変更届を速やかに提出してください。

④求職活動の場合

※　派遣先を決めて就労することが必要です。下記の期間内に、派遣先と交わした雇用契約書のコピー又は勤務
　条件が分かる証明書のコピーの提出が必要です。期限内に提出がない場合は、退園となります。
　　令和７年度入所：入園から１か月以内、令和８年度入所：入園の翌月16日まで

※　上の子が保育園等に在園中で、下の子の育児休業を取っていたが、下の子の入園が決まり復職する場合は、
　復職する前月末日までに変更届をご提出ください。
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第８章　よくある質問

その他の質問はホームページをご確認ください。

入園申込みについて
Ｑ１　正社員ではなく、パートやアルバイト勤務でも保育園の申込みはできますか？

Ｑ２　２か月以内に出産予定です。上の子の保育園の申込みはできますか？

Ｑ３　早く申し込んだ方が入園に有利ですか？

Ｑ４　申込みをすれば、必ず入園できますか？

　希望の施設の申込数が受入れ可能な人数を超えている場合には、入園できないことがあります。

Ｑ５　申請書には希望施設を第三希望まで記入する必要がありますか？

　全て記入する必要はありません。申請書には入園を希望する園のみ記入してください。

Ｑ６　申込みをしたのですが入園できませんでした。再度申請が必要ですか？

　就労以外の保育事由での申請が必要です。妊娠・出産（疾病・障害）での申請となります。

施設への入園後について
Ｑ１　仕事を辞めてしまいました。保育園はいつまで利用できますか？

　※　求職活動中の保育必要量は、短時間のみの認定となります。

Ｑ２　第２子以降を出産することとなった場合、継続利用できますか？

　以下の場合に継続利用が認められます。ただし、育児休業中は、保育短時間認定に切り替わります。

Ｑ３　離婚して母（父）子家庭となった場合、保育料は安くなりますか？

　母（父）子家庭となり、同居者がいない場合は、母（父）のみの市民税額で保育料を算定します。

　なお、「離婚前提の別居」の場合は、離婚調停中等を除き、不在者を含めて算定します。

Ｑ４　転園をすることは可能ですか？

  新規の申請と同様の手続きが必要となりますので、子ども施設課まで入園相談にお越しください。
  なお、利用調整を行ったうえで入園の決定をしますが、転園先への入園が決まるまでは、利用中の
園を継続利用することができます。また、転園申請をしたことを子ども施設課から利用中の園に連絡
することはありません。

　ただし、同居者がおり、母（父）の収入が生活保護基準額を下回る場合は、同居親族のうち最も市民
税額が高い方を「生計の中心者」として算定しますので、保育料が高くなる場合もあります。

　できます。ただし、就労の認定を受けて申込みをする場合には、常態的（月64時間以上）に就労して
いる（予定含む）必要があります。

　出産を理由に保育園等の申込みをすることができます。なお、保育園を利用できる期間は妊娠出産
の認定期間（2ページ参照）をご確認ください。

　利用の決定は先着順ではありません。家庭状況により利用調整基準に基づき点数化し、優先順位の
高い方から入園先をあっせんします。（世帯によって勤務先から書類を取り寄せていただく場合があり
ますので、申込み前の書類の準備は、余裕を持って行うことをおすすめします。）

　提出いただいた申請書は、年度内は有効のため、次回以降も利用調整の対象となります。年度内に
入園が決定しなかった場合に次年度も利用を希望する方は、改めて申込みが必要です。

　　　手続きをすることで、出産日から起算して産後８週を経過する日の翌日が属する月の末日まで
　　継続利用ができます。
　　　その後、育児休業を取得する場合、手続きをすることで継続利用ができます。
　　※　お子さんの年齢等により認定期間が変更となります。（２ページ参照）
　　※　保育の必要な事由に該当しなくなった場合は、退園となります。

　退職日の属する月の月末までです。保育園等を継続して利用する場合は、保育事由が必要です。す
ぐに求職活動を開始する場合は、手続きを行うことで３か月を上限（市が決定します）に継続して利用

　その結果、保育料が安くなる場合があります。（※　離婚成立かつ住民票上父（母）と別居となった日
の翌月から）

Ｑ７　会社に在籍していますが、入園希望日時点で産休（療養休暇）中です。就労で申請できます
か？
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◆利用対象 　市内にお住まいで、保育園等に入園していないお子さん
◆利用日数 　１週間に３日以内（複数施設を利用の場合も、合わせて３日まで）
◆お申込み 　事前に各施設で登録を行ってください。
◆利用予約 　利用の際には、事前の予約が必要です。
◆利用方法 　各施設へ直接お問い合わせください。

平日 土曜
日曜
祝日

年末
年始

○ × × ×

○ × × ×

○ ○ × ×

○ ★ ★ ×

○ × × ×

平日 土曜
日曜
祝日

年末
年始

○ ○ × ×

○ × × ×

○ × × ×

平日 土曜
日曜
祝日

年末
年始

○ × × ×

○ × × ×

○ × × ×

○ × × ×

第９章　その他の保育サービス

１　一時預かり
　保護者が急用等で保育に困ったときや、子育てのリフレッシュを図りたいときなどに、一時的にお子
さんをお預かりします。いずれの施設も健康な乳幼児が対象です。長時間の保育をご希望の場合で
も、お子さんの状態により、お預かり時間が短くなる場合があります。

◆　北部地区　◆

施設名 所在地/電話番号 対象
料金

（給食代、おやつ代は別途）
時間

豊浦さくら保育園
折笠町447-1
電話 33-6111

生後6か月
から就学前

2,000円/日　500円/時
時間外　500円/30分9:00～16:00

いしまち認定こども園
十王町伊師
3447-1
電話 39-5250

生後6か月
から就学前

2,000円/日　500円/時
時間外　500円/30分9:00～16:00

●　本庁地区　●

小木津聖徳保育園
小木津町2-2-11
電話 42-4328

生後6か月
から就学前

3歳未満児　300円/時
3歳以上児　250円/時

 時間外　500円/時
平日 8:00～16:00
土曜 8:00～13:00

こどものいえ認定こども園
日高町1-14-11
電話 43-6494
IP 050-8012-2345

生後6か月
から就学前

300円/時9:00～16:00
★土日祝は緊急時のみ

田尻徳風保育園
田尻町7-13-1
電話 42-8218

生後6か月
から就学前

年齢により
250円～500円/時9:00～17:00

滑川聖徳保育園
滑川本町1-15-6
電話 22-7133

生後6か月
から就学前

3歳未満児　300円/時
3歳以上児　250円/時

 時間外　500円/時
平日 8:00～16:00
土曜 8:00～13:00

施設名 所在地/電話番号 対象
料金

（給食代、おやつ代は別途）
時間

茨城キリスト教大学附属
認定こども園せいじ園

助川町1-16-1
電話 24-5111

生後6か月
から就学前

0～1歳児　500円/時
2～5歳児　300円/時9:00～16:00

日立市おおもり保育園
東町1-4-3
電話 22-5584
IP 050-8012-4013

満1歳から
就学前

200円/時
生活保護世帯は無料9:30～16:30

★　多賀地区　★

施設名 所在地/電話番号 対象
料金

（給食代、おやつ代は別途）
時間

日立市おおくぼ保育園
末広町1-1-5
電話 33-0872
IP 050-8012-4016

満1歳から
就学前

200円/時
生活保護世帯は無料9:30～16:30

つくしんぼ保育園
諏訪町3-12-19
電話 37-4278

満1歳から
就学前

250円/時
時間外 250円/30分9:00～16:00

多賀さくら認定こども園
東金沢町4-2-1
電話 59-3355

生後6か月
から就学前 9:00～16:00

2,000円/日　500円/時
時間外　500円/30分

日立市ゆなご保育園
鮎川町6-19-28
電話 33-1093
IP 050-8012-4018

満1歳から
就学前

200円/時
生活保護世帯は無料9:30～16:30
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平日 土曜
日曜
祝日

年末
年始

○ ○ × ×

○ ○ × ×

○ × × ×

○ × × ×

○ × × ×

平日 土曜
日曜
祝日

年末
年始

○ ○ ○ ×

※　利用日の1か月前から1週間前までにお申込みください。

※　施設点検のための臨時休館があります。

２　病後児保育

　病気の回復期にあって、集団生活が難しい時期のお子さんをお預かりしています。

◆利用対象 　下記１～２のすべてに当てはまるお子さん

◆お申込み 　事前に各施設で登録を行ってください。
◆利用予約 　利用の際には、事前の予約が必要です。
◆利用方法 　各施設へ直接お問い合わせください。

平日 土曜
日曜
祝日

年末
年始

○ × × ×

○ × × ×

○ × × ×

○ × × ×

■　南部地区　■

施設名 所在地/電話番号 対象
料金

（給食代、おやつ代は別途）
時間

茨城キリスト教大学附属
認定こども園みらい園

大みか町6-11-1
電話 53-9411

生後6か月
から就学前

0～1歳児　500円/時
2～5歳児　300円/時9:00～16:00

森山聖徳保育園
森山町3-17-1
電話 52-0774

生後6か月
から就学前

3歳未満児　300円/時
3歳以上児　250円/時

 時間外　500円/時
平日 8:00～16:00
土曜 8:00～13:00

れんげ保育園
森山町3-9-7
電話 54-2201

生後6か月
から2歳

300円/時
 時間外　500円/時平日 8:00～16:00

土曜 8:00～13:00

日立市みずき保育園
大みか町2-1-15
電話 52-2608
IP 050-8012-4017

満1歳から
就学前

200円/時
生活保護世帯は無料9:30～16:30

２　前日までに医師の診断を受け、病気回復期と認められたお子さん
　　※　病気にかかっているお子さんは対象外です。

▼　その他の施設　▼

施設名 所在地/電話番号 対象
料金

（給食代、おやつ代は別途）
時間

1ヶ月健診
終了後から

就学前

平　日　350円/時
18:00以降 200円/30分

土日祝　400円/時
18:00以降 225円/30分

8:30～18:30神峰町1-10-1
電話 27-6633

子どもすくすくセンター

１　市内にお住まいのお子さん 又は 市内の認定こども園、保育園、幼稚園、認可外保育施設
　等に通園しているお子さん

施設名 所在地/電話番号 定員 料金
時間

十王町伊師
3447-1
電話 39-5250

2
2,000円/日

給食・おやつ代 300円/日8:00～18:00

田尻徳風保育園
田尻町7-13-1
電話 42-8218

2
2,000円/日

給食・おやつ代 300円/日8:00～18:00

豊浦さくら保育園
折笠町447-1
電話 33-6111

2
2,000円/日

給食・おやつ代 300円/日8:00～18:00

いしまち認定こども園

南高野保育園
茂宮町1360-1
電話 52-1327

生後6か月
から就学前

400円/時
9:00～16:00

多賀さくら認定こども園
東金沢町4-2-1
電話 59-3355

2
2,000円/日

給食・おやつ代 300円/日8:00～18:00

P18



第10章　認可外保育施設

（1） 認可外の保育施設

（2） 入園について

（3） 保育料について

（4） 保育料の無償化について

０歳児

ワールドキッズ学園 城南町1-10-3 21-2120 240 2～5歳児
平日　7：30～19：30
土曜　8：00～17：00

（月3回）
- 完全

０歳児

ひたち聖愛保育園 大久保町2239 37-1233 20 0～5歳児
平日　7：30～19：00
土曜　8：00～13：00

（不定期）
10か月

平日完全
土曜なし

給食 備考
受可

給食 備考
受可

★　多賀地区　★

施設名 所在地
電話番号
（0294） 定員 年齢区分 保育時間

施設名 所在地
電話番号
（0294） 定員 年齢区分 保育時間

・保育施設へ直接お問い合わせください。

・日立市から事前に「保育の必要性の認定」を受けることで、保育料が無償化されます。

・３歳児から５歳児までの子どもは、月額37,000円まで、０歳児から２歳児の非課税世帯の子どもは、
 月額42,000円までの利用料が無償化されます。

２　認可外保育施設一覧表
※　令和７年10月1日現在で記載しています。内容が変更される可能性があります。

●　本庁地区　●

・保育料の設定は、各保育施設が行います。

１　認可外の保育施設について

・園庭の広さなど、さまざまな設置基準の関係で、県の認可を受けていない保育施設のことです。
・日立市に届出し、保育士の人数・保育面積・設備等で一定の基準を満たしています。

・市の保育認定は必要ありません。
・保育施設へ直接お問い合わせください。（定員等により入園できない場合があります。）
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